
インボイス制度に対応するために、以下のとおりとします。 

なお、県立工業技術センターは、兵庫県の組織であることから 

となります。 

○ 領収書及び明細書をその場で発行します。（領収書の宛名は手書き）

○ レシートに、明細書をその場で発行します。（レシートに宛名はありません）

また、これまでのとおり領収書は発行しません。

○ その場で、納入通知書控えを発行します。

○ 後日、納入通知書及び明細書を郵送します。（明細書の日付及び番号は手書き） 

※ 即日発行に時間がかかり、お待ちいただくことに

なりますのが、ご了承ねがいます。 

適格請求書発行事業者 － 兵庫県 

登録番号 － Ｔ８００００２０２８０００３ 

現金支払の場合 
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県立工業技術センターのインボイス制度への対応 

キャッシュレスの場合 

納入通知書の場合 

○ 発行するレシート等とともに明細書により、適格請求書になります。請求書は発

行しません。 

○ 明細書の発行にあたって、企業名等をご確認させていただきます。また、日付

及び番号についてレシート等と相違がないかご確認願います。 

○ キャッシュレスの場合、領収書は発行できません。

○ レシート及び明細書は再発行できません。

注意事項 

【お問い合わせ先】 

兵庫県立工業技術センター総務課 ℡078-731-4192 内線 308、304 




